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2021年10月14日 

各 位 

 

会 社 名      株式会社カオナビ 

代表者名      代表取締役社長 CEO 柳橋 仁機 

    （コード：4435、東証マザーズ） 

問合せ先      取締役 CFO         橋本 公隆 

    （TEL．03－6633－3258） 

 

譲渡制限株式ユニット（RSU）付与制度としての新株式発行に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限株式ユニット（RSU）付与制度に基づき新

株式発行（以下「本新株発行」といいます。）を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたし

ます。 

 

１．発行の概要 

（1）払込期日 2021年11月11日 

（2）発行する株式の種類及び株式数 当社普通株式 3,200株 

（3）発行価額 1 株につき 2,190 円 

（4）発行総額 7,008,000円 

（5）割当予定先 当社の従業員17名 3,200株 

 

２．発行の目的及び理由 

当社は、2020年４月10日開催の取締役会において、当社従業員に対するインセンティブ制度の見直しを

行い、当社従業員を対象とする譲渡制限株式ユニット（以下「RSU」といいます。）付与制度（以下「本制

度」といいます。）を導入することを決議しております。また、当社は、本日開催の取締役会において、

付与されたRSUポイントに応じて交付される株式数の半数を上限として株式交付に代えて金銭支給を従業

員が選択できるように、本制度の改定を決議しております。改定後の本制度の内容は、別紙に記載のとお

りです。 

本新株発行は、対象となる当社従業員が所定期間の間、継続して、当社の取締役、監査役又は従業員の

地位を有していること等を条件として、本日開催の取締役会の決議に基づき、当社の2021年３月期下半期

を算定期間として付与したRSUポイントに基づき算定された数（金銭支給のために当社従業員が指定した数

を除きます。）の当社の普通株式を交付するものです。 

 

なお、本新株発行により交付される当社の普通株式には譲渡制限その他の負担制限はありません。 
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３．払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

本新株発行は、本制度に基づき割当予定先に支給された金銭債権を出資財産として行われるものであり、

その払込金額は、恣意性を排除した価格とするため、2021年10月13日（取締役会決議日の前営業日）の東

京証券取引所における当社の普通株式の終値である2,190円としております。これは、取締役会決議日直前

の市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企業

価値を適切に反映した合理的なものであって、割当予定先にとって特に有利な価額には該当しないと考え

ております。 

以上 
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【別紙】 

本制度の内容 

 

(1) 本制度の概要 

本制度は、当社が当社従業員に対し、当社の各事業年度の上半期及び下半期（各々の半期を、以下「算

定期間」といいます。）毎に RSU ポイントを付与し、当該算定期間の翌半期の満了後に、当該 RSU ポイン

トに基づき算定された数（金銭支給のために当社従業員が指定した数を除きます。）の当社の普通株式（以

下「当社株式」といいます。）を交付し、当社従業員の選択に応じて金銭を支給する制度です。 

 

(2) 対象者 

当社従業員のうち、当社が定める者（以下「対象従業員」といいます。）とします。 

 

(3) 対象従業員に付与される RSU ポイント 

算定期間における各対象従業員に対する評価に応じて、当社株式の交付を受けるための RSU ポイント

を付与します。 

 

(4) 株式の交付及び金銭の支給 

当社は、対象従業員に対し、当社が予め定める期間の間、継続して、当社の取締役、監査役又は従業員

の地位を有していること等を条件として、各算定期間の翌半期の満了後に開催される取締役会の決議（以

下「交付取締役会決議」といいます。）に基づき、当該算定期間に関して保有する RSU ポイントに基づき

算定された数（以下「交付株式数」といいます。）の当社株式を交付します。 

対象従業員が、当社が定める時期までに、当該対象従業員に交付される交付株式数の半数を上限とし、

かつ、単元単位で、金銭支給の対象とする株式数（以下「指定株式数」といいます。）を指定して金銭支

給を選択した場合、当社は、当社株式に代えて指定株式数の当社株式に相当する額の金銭を支給します。

この場合において、当該選択後に当該対象従業員に交付される交付株式数は、当該対象従業員に係る指

定株式数を減じた数とします。 

株式の交付にあたっては、当社は、対象従業員に対して、当該対象従業員に交付される交付株式数に当

該株式の新株発行又は自己株式の処分の払込金額（以下「本払込金額」といいます。）を乗じることによ

り算定された額の金銭債権を付与した上で、当該金銭債権の現物出資と引換えに当該株式の新株発行又

は自己株式の処分を行います。 

なお、本払込金額は、交付取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社株式の

普通取引の終値（同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として

対象従業員に特に有利とならない額とします。 

 

(5) 対象従業員に交付される当社株式の上限数及び払込金額の上限額 

2021 年３月期の上半期及び下半期に係る各算定期間に関して対象従業員に交付される当社株式の総数

の上限数は 6,000 株とします。なお、当社の発行済株式総数が株式併合又は株式分割等によって増減す

る場合は、併合・分割等の比率を乗じて当該上限数を調整します。 

また、当該各算定期間に関して対象従業員に交付される当社株式の払込金額の総額の上限額は 25 百万

円とし、対象従業員に交付される当社株式の総数の上限数に本払込金額を乗じた金額が当該上限額を超
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過した場合には、当該上限額未満となるまで、交付する当社株式の総数を減少させるものとします。ま

た、当社は、交付取締役会決議において、当該事業年度の業績を考慮して、当該総数を減少させることが

できます。 

なお、2022 年３月期の各算定期間に関しては、当社の人員増加その他の事情を踏まえ、2021 年５月 21

日開催の取締役会において、対象従業員に交付される当社株式の総数の上限数は 7,000 株、当社株式の

払込金額の総額の上限額は 30 百万円と決定しております。 

 

(6) 組織再編等における取扱い 

当社は、RSU ポイントが付与される日以後、交付取締役会決議前に組織再編等が当社の株主総会（ただ

し、当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合、当社の

裁量に従い、対象従業員に対して、その保有する RSU ポイントに応じて、当社株式に相当する額の金銭

を支給します。 

以上 


